
ＳＤＧｓ未来都市春日部ロゴマーク使用マニュアル 

 

１ 趣旨 

このマニュアルは、市民にＳＤＧs（平成２７年９月に国際連合総会で採択された「持 

続可能な開発のための ２０３０アジェンダ」に記載された国際目標をいう。以下同

じ。）に関心を持ってもらい、広く普及及び啓発する目的で作成したＳＤＧｓ未来都市春

日部ロゴマーク（以下「ロゴマーク」という。）の使用その他の取扱いに関し必要な事項

を定めるものとする。 

 

２ 取扱原則 

ロゴマークは、ＳＤＧsへの取組を促進するために広く市民、事業者等の使用を認め 

るものとする。 

 

３ 使用基準 

ロゴマークを使用しようとする者（以下「使用者」という。）は、次の各号に掲げる 

要件のいずれにも該当する場合は、ロゴマークを使用することができる。使用するにあ

たっては、事前に春日部市政策企画課へ連絡を要することとする。 

(１) デザインを加工しないこと（別に定める「ＳＤＧs未来都市春日部ロゴマーク 

マニュアル」に則って使用すること。）。 

 (２) 品位を損なわないものであること。 

(３) 法令及び公序良俗に反しないこと。 

(４) 宗教団体等が布教のため又は自己を標示するために使用しないこと。 

(５) 選挙活動その他政治活動に使用しないこと。 

(６) その他市長が不適当と認めるものでないこと。 

 

４ 使用許可期間 

 市が一般的または特定的な通知により別途連絡しない限り、ロゴマークは２０３０年

１２月３１日まで使用できる。この期日は、持続可能な開発目標を達成すべき期限に一

致する。ＳＤＧsに関する刊行物との関連するものである場合は、２０３０年１２月３

１日以後も使用することができる。 

 

 



５ 使用の禁止 

市は、使用者が「３ 使用基準」の各号に掲げる要件のいずれかに該当しない場合 

は、使用者に対し使用を禁止することができる。このマニュアルにより使用を禁止した

ことに係る損害について、市は一切の責めを負わない。 

 

６ その他 

このマニュアルに定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、市が別 

に定める。 

 

附則 このマニュアルは、令和２年１１月１１日から施行する。 

 

附則 このマニュアルは、令和３年５月２１日から施行する。 

 

附則 このマニュアルは、令和５年６月２７日から施行する。 

 


